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下記により組合員資格が得喪したから土地改良法第43条第1項(組合員資格得喪の通知義務)の 9

10

11

年 月 日 12

現 〒 現 13

資 喪 14

格 亡 15

者 16

〒 17

現

新
資 ・

格
者 新

円 円

印

小田川土地改良区　　　殿 権利義務の承継 印

印
1 資格得喪の対象たる土地（各筆明細記のとおり）

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

6 決済金納入月日　　　 年 月 日

2 資格得喪の原因及びその時期
円

平成・令和 年 月 日 売買・贈与・相続・賃貸借・その他（　　　　　）
農地転用（　　　　　）　　地区除外（　　　　　）

平成・令和 年 月 日 農地法第3条の許可（本人持参・農業委員会調査）

3 処　　理
土地原簿 組合員名簿 徴収原簿 滞納確認 賦課システム

7
摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

令和

決　済　金　額

面　積

前　後 前 後 前 後 異　　　動 筆　　数
異　動 現資格者の面積 新資格者の面積 異　動　面　積

確　　　　　　認

記

賦 課 金 訂 正番　　号 機　　関

賦課年度 未収金額 摘　　　　　　　　　　要
電　　話 金　　融

日生
月　　日 賦課年度 未収金額

5 賦課金状況（未収金）
集落名

生　　年
年 月

組合員
氏　　名 印

番　　号

計
住　　　所

組合員
氏　　名 印

番　　号

住　　　所

令和

　規定により通知します。

組合員資格得喪通知書

4 1の別記資格得喪失に係る各筆明細

市　　町　　村 大　　　　字 地　　番 地　目 面　　　積 所　有　者


